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第２章  |  本県における
	 男女共同参画の現状と課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ これまでの取組
（１）国際社会における取組
　国際連合（以下「国連」という。）においては、昭和50（1975）年を「国際婦人年」とし、各国の取
組の指針となる「世界行動計画」を採択しました。
　 昭和54（1979）年には、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（以下「女子差
別撤廃条約」という。）を採択し、昭和60（1985）年には、女性の地位向上のために各国が取り組
むべき施策の指針である「婦人の地位の向上のためのナイロビ将来戦略」を採択しました。また、
平成７（1995）年に開催された「第４回世界女性会議」（北京会議）において、「北京宣言」及び各国
が取るべき行動指針である「行動綱領」を採択しました。
　さらに、平成27（2015）年の国連サミットにおいては、「持続可能な開発のための2030アジェ
ンダ」が採択され、その中に掲げられた「持続可能な開発目標（SDGs）」において、ジェンダー平等
を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る「ジェンダー平等の実現」などの目標
が定められました。

（２）国における取組
　日本国憲法は、主権在民、基本的人権の尊重、恒久平和を基本理念とし、第13条では個人の尊重
をうたい、第14条では法の下の平等を保障しています。
　国においては、男女共同参画社会の実現に向けて、昭和50（1975）年の国際婦人年を契機に
国際社会における取組とも連動しながら、「男女雇用機会均等法」などの整備を進め、昭和60

（1985）年に「女子差別撤廃条約」を批准し、平成11（1999）年に「男女共同参画社会基本法」を施行
しました。また、同法に基づく国の基本計画として、平成12（2000）年に第１次、平成17（2005）
年に第２次、平成22（2010）年に第３次、平成27（2015）年に第４次、令和２（2020）年に第５
次、令和８（2026）年に第６次となる男女共同参画基本計画をそれぞれ策定するとともに、関連
施策の推進が図られてきました。
　また、平成27（2015）年に「女性活躍推進法」、平成30（2018）年に「政治分野における男女共
同参画の推進に関する法律」、令和４（2022）年に「女性支援新法」が成立しました。

（３）本県における取組
　本県においても、国際社会や国内の動きを背景に男女共同参画社会の実現に向けた取組を進
めてきました。平成９（1997）年４月に、知事を本部長とし、全部局長で構成する岡山県男女共
同参画推進本部を設置し、全庁的な推進体制を整備しました。さらに、平成11（1999）年４月に、
男女共同参画社会づくりを推進するための拠点施設として岡山県男女共同参画推進センター

（以下「ウィズセンター」という。）を開設しました。
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　平成13（2001）年３月には「おかやまウィズプラン21」を県の基本計画として策定し、同年10
月に「岡山県男女共同参画の促進に関する条例」を施行、平成18（2006）年３月に第２次の基本
計画となる「新おかやまウィズプラン」、平成23（2011）年３月に「第３次おかやまウィズプラ
ン」、平成28（2016）年３月に「第４次おかやまウィズプラン」、令和３（2021）年３月に「第５次
おかやまウィズプラン」を策定し、県民、ボランティア・NPOや事業者・企業、そして国・市町村と
共に、男女共同参画社会の実現に取り組んできました。

（参考）第５次おかやまウィズプランにおける数値目標の達成状況
　第５次おかやまウィズプラン（計画期間：令和３（2021）年度～令和７（2025）年度）における、
数値目標の達成状況は次のとおりです。

基本目標Ⅰ   男女共同参画社会の基盤づくり
No. 数値目標 計画策定時 現況値 目標値

１ 県民満足度調査「男女がともに能力を発揮して活躍でき
る環境になっている」の満足度の平均点 2.88点（R2） 2.94点（R7） 3.08点（R7）

２ 家庭教育相談員の養成数 1,044人（R元） 1,242人（R7） 1,200人（R7）

３
県民満足度調査「男女がともに能力を発揮して活躍でき
る環境になっている」の20代以下及び30代における満
足度の平均点

2.96点（R2） 3.01点（R7） 3.11点（R7）

４ 人権・男女共同参画課・ウィズセンターで実施する事業の
参加者数における男性比率 18.6%（R元） 31.4%（R6） 30.0%（R7）

５ 育児休業取得率
（女性） 85.7%（H30） 97.3%（R6） 90.0%（R6）

（男性） 5.4%（H30） 50.1%（R6） 10.0%（R6）

基本目標Ⅱ   男女の人権が尊重される社会の構築
No. 数値目標 計画策定時 現況値 目標値

６ 配偶者暴力相談支援センター又は女性相談支援員を設置
している市町村数 4市町村（R元） 5市町村（R6） 9市町村（R7）

７ ＤＶ防止講座等を受講した児童・生徒等の数 2,918人（R元） 7,403人
（R3～R6 累計）

15,000人
（R3～R7 累計）

８ フィルタリング利用率 66.5%（R元） 89.1%（R6） 75.0%（R7）

９ 女性のがん検診の受診率
（乳がん） 49.6%（R元） 52.7%（R4） 60.0%（R4）

（子宮頸がん） 47.7%（R元） 49.4%（R4） 60.0%（R4）

10 成人女性の１週間に１日以上運動・スポーツをする割合 35.0%（R2） 42.9%（R6） 55.0%（R7）

11 自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数） 14.3人（R元） 15.2人（R6） 13.0人（R7）
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基本目標Ⅲ   男女が共に活躍する社会づくり
No. 数値目標 計画策定時 現況値 目標値

12 女性の生産年齢人口に対する常用労働者の割合 62.4%（R元） 67.4%（R6） 65.8%（R7）

13 県の審議会等委員の女性比率 34.9%（R2.4） 34.0%（R7.4） 40.0%（R7）

14 管理職における女性
比率

（民間企業／係長級以上） 14.5%（H30） 20.9%（R6） 25.0%（R6）

（一般職公務員／課長級以上） 13.9%（R2.4） 18.1%（R7.4） 16.0%（R7）

（教育職公務員／教頭以上） 25.5%（R2.5） 32.1%（R7.5） 30.0%（R7）

15 女性の管理職登用を積極的に取り組みたいとする企業
の割合 46.9%（H30） 70.4%（R6） 60.0%（R6）

16 自治会長に占める女性の割合 7.7%（R2.4） 8.4%（R7.7） 10.0%（R7）

17 女性消防団員数 659人（R元） 706人（R6） 659人（R6）

18 復職した女性医師数 73人
（H27～R元 累計）

43人
（R3～R6 累計）

75人
（R3～R7 累計）

19 農家における家族経営協定締結戸数 668戸（R元） 814戸（R6） 820戸（R7）

20 女性の活躍推進への取組を行っている企業の割合 42.0%（H30） 62.4%（R6） 60.0％（R6）

21 ウィズセンターで実施する再就職支援のための講座の
参加者数 145人（R元） 492人

（R3～R6 累計）
500人

（R3～R7 累計）

22 保育士・保育所支援センターが関わった保育所等への
就職者数

158人
（H29～R元  累計）

503人
（H29～R6 累計）

520人
（H29～R6 累計）

23 放課後児童クラブ実施箇所数 618箇所（R元） 711箇所（R6） 705箇所（R6）

24 おかやま地域子育て支援拠点（愛称：ももっこステー
ション）設置数 144箇所（R2） 191箇所（R7） 172箇所（R7）

25 おかやま子育て応援宣言企業のうち、従業員の仕事と
家庭の両立支援に積極的な「アドバンス企業」認定数 17社（R元） 213社（R6） 150社（R6）
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２ 男女共同参画を取り巻く状況

（１）少子化・高齢化の進行と人口減少社会の到来
　我が国の将来人口は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（令和５

（2023）年推計）」等によると、毎年の減少スピードが、2020年代後半の年63万人程度から、2030
年代後半には年76万 人 程 度 に 加 速し、総人口は、令和27（2045）年は１億880万人、令和32

（2050）年には１億469万人にまで減少するとされています。特に、年少人口（14歳以下）と生
産年齢人口（15歳～64歳）の減少が顕著になる一方、増加する高齢者人口（65歳以上）は令和25

（2043）年にピークを迎え、同年の高齢化率は35.8％と推計されています。
　本県の人口は、平成17（2005）年の約196万人をピークに減少が続いており、将来人口は、令和
27（2045）年の総人口は158万人と、令和２（2020）年と比べて31万人減少し、令和32（2050）
年には151万人まで減少すると推計されています。また、県内市町村の令和32（2050）年の将来
人口は、８割を超える市町村において、年少人口と生産年齢人口に加えて、高齢者人口も減少す
る「人口急減」の段階となります。さらに、令和22（2040）年の高齢化率は35.5％となり、その後
も人口減少とともに高齢化率は上昇し、令和27（2045）年には36.9％、県内市町村の約７割で
40％を超えると推計されています。
　民間有識者による「人口戦略会議」が公表した報告書では、若年女性人口（20歳～39歳）が
2050年までに50％以上減少し、行政の運営が困難になる自治体を「消滅可能性自治体」とし、県
内市町村においては約４割が該当するとされています。

■総人口及び人口構造の推移と見通し（全国）

人口（万人） （％）

（年）

推計値実績値
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0～14歳
年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合
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10,880万人

12,615万人
2070年
8,700万人

2070年
52.1％

2070年
38.7％

2070年
9.2％

10,469万人

2020年
11.9％

2020年
28.6％

2020年
59.5％

15～64歳 65歳以上

※1950～1970 年の人口は総務省「国勢調査」、1975～2015 年の人口は総務省「国勢調査」（年齢不詳の人口を各歳別に按分した人口）」、2020 年の人口は総務省「国勢調査」（不
詳補完値）（各年 10 月１日現在）、 2025 年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計 )
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■総人口及び人口構造の推移と見通し（岡山県）

（２）少子化の現状
　我が国の年間の出生数は、第１次ベビーブーム期（昭和22（1947）年～昭和24（1949）年）に
は約270万人、第２次ベビーブーム期（昭和46（1971）年～昭和49（1974）年）には約200万人
でしたが、昭和59（1984）年には150万人を割り込み、平成３（1991）年以降は増加と減少を繰
り返しながら、緩やかな減少傾向となっています。平成28（2016）年の出生数は97.7万人と明治
32（1899）年の統計開始以来、初めて100万人を割りこんだ後、令和６（2024）年は約68.6万人
と過去最小の出生数となっています。
　合計特殊出生率は、第１次ベビーブーム期には4.3を超えていましたが、昭和25（1950）年以
降急激に低下しました。その後、第２次ベビーブーム期を含め、ほぼ2.1台で推移しましたが、昭
和50（1975）年に2.0を下回ってから再び低下傾向となりました。平成17（2005）年には当時過
去最低である1.26まで落ち込みました。その後は、微増傾向で推移したものの、平成28（2016）年
から再び低下し、令和６（2024）年は過去最低の1.15となっています。
　本県の令和６（2024）年の出生数は、10,926人であり、昭和50（1975）年（30,102人）と比較
すると３割台半ばの水準となっています。また、合計特殊出生率は、昭和50（1975）年には2.05
でしたが、平成17（2005）年に当時過去最低の1.37まで低下し、その後回復していますが、令和
６（2024）年に1.27と、前年と比べ0.05ポイント低下し、全国平均より高いものの、中国５県の
中で最も低くなっています。

人口（人） （％）

（年）
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1,957,264人

2050年
151万人

2050年
51.8％

2050年
37.8％

2050年
10.4％

1,888,432人

2020年
12.4％

2020年
30.3％

2020年
57.3％

15～64歳 65歳以上

※2020年までは総務省「国勢調査」、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」
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■出生数及び合計特殊出生率の年次推移（全国）

■出生数及び合計特殊出生率の年次推移（岡山県）

（３）家族形態の変化
　家庭のことは妻に任せ、夫は長時間働いていた、いわゆる「昭和モデル」の社会と比べ、現在は、
生産年齢人口が減少し、少子化及び高齢化が進展するとともに、家族の姿も変化しています。
　一般世帯数を家族類型別にみると、昭和60（1985）年には全世帯の４割を占めていた「夫婦と
子どもの世帯」は、令和２（2020）年時点では25.0％となり、「単独世帯」（世帯人員が１人の世帯）は
20.8％から38.0％に増加しています。
　 本 県 では、令和２（2020）年の「夫婦のみの世帯」は162,552世帯（20.3％）、「夫婦と子どもの
世帯」は202,327世帯（25.3％）、「ひとり親と子どもの世帯」は70,636世帯（8.8％）、「単独世帯」
は284,926世帯（35.6％）、「３世代等世帯」は72,698世帯（9.1％）な ど と な っ て おり、昭和60

出生数（万人）

第１次ベビーブーム（1947～49（昭和22～24）年）

第2次ベビーブーム
（1971～74（昭和46～49）年）

300

250

200

150

100

50

0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

※厚生労働省「人口動態統計」

1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2024
（年）

4.32

1.58

2.14

1.57

1949（昭和24）年　最多の出生数　2,696,638人

ひのえうま
1966（昭和41）年
出生数　1,360,974人
合計特殊出生率　1.58

2024（令和６）年
最少の出生数　686,173人
最低の合計特殊出生率　1.15

1973（昭和48）年
出生数　2,091,983人

1989（平成元）年
合計特殊出生率　1.57 出生数

合計特殊出生率

合計特殊出生率

1.15

※厚生労働省「人口動態統計」

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2024

出生数（人） 合計特殊出生率

（年）

26,000

24,000

22,000

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

2.2

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

国：1.15

10,926人

県：1.27

合計特殊出生率（県）
出生数（県）

合計特殊出生率（全国）



8

計
画
の
概
要

第3章

計
画
の
内
容

第4章

計
画
の
総
合
的
な
推
進

第5章

本
県
に
お
け
る
男
女
共
同

参
画
の
現
状
と
課
題

第2章

計
画
の
概
要

第3章

計
画
の
趣
旨

第1章

計
画
の
内
容

第4章

計
画
の
総
合
的
な
推
進

第5章

本
県
に
お
け
る
男
女
共
同

参
画
の
現
状
と
課
題

第2章

計
画
の
趣
旨

第1章

（1985）年に比べると、「単独世帯」の割合は約２倍に増加し、「３世代等世帯」は約３割に減少し
ています。
　また、共働き世帯数は、総務省「労働力調査」によると、全国では増加傾向にあり、平成９（1997）
年以降は、男性雇用者と専業主婦からなる世帯数（以下「専業主婦世帯数」という。）を上回り、令
和６（2024）年には1,300万世帯と過去最高となりました。
　本県については、共働き世帯数は平成７（1995）年以降、減少傾向にありましたが、平成27

（2015）年に増加に転じ、令和２（2020）年には205,748世帯となり、夫婦のいる一般世帯に
占める割合は52.2％と全国（51.6％）に比べて高くなっています。専業主婦世帯数は昭和55

（1980）年 以降、減少傾向にあり、令和２（2020）年には81,583世 帯 と なり、夫 婦 の い る 一 般
世帯に占める割合は20.7％と全国（22.7％）に比べ低くなっています。最年少の子どもが６歳
未満の世帯では、「夫・妻とも就業者」の世帯の割合は、昭和60（1985）年の37.2％から令和２

（2020）年の65.4％に大きく上昇しています。

■家族形態の変化（全国）

■家族形態の変化（岡山県）

夫婦のみ
20.0％

夫婦と子ども
25.0％

単独世帯
38.0％

3世代等
7.7％

ひとり親
と子ども

9.0％

不詳 0.3％

夫婦のみ
13.7％

夫婦と子ども
40.0％

単独世帯
20.8％

3世代等
19.2％

ひとり親と
子ども
6.3％

昭和60（1985）年 令和2（2020）年

※総務省「国勢調査」

夫婦のみ
20.3%

夫婦と子ども
25.3%

単独世帯
35.6%

3世代等
9.1%

ひとり親と
子ども
8.8%

不詳 0.8%

夫婦のみ
16.1%

夫婦と子ども
35.7%

単独世帯
18.0%

3世代等
24.6%

ひとり親と
子ども
5.6%

昭和60（1985）年 令和2（2020）年

※総務省「国勢調査」
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■共働き等世帯数の推移（全国）

■共働き等世帯数の推移（岡山県）

３ 成果と課題
　「第５次おかやまウィズプラン」の数値目標の達成状況や、令和６（2024）年に本県が実施した

「男女共同参画社会に関する県民意識調査」（以下「県民意識調査」という。）、国及び県の各種統計
などから、男女共同参画社会の実現に向けた成果と課題を整理すると、次のとおりとなります。

（１）成果
① 固定的な性別役割分担意識の変化

　県民意識調査では、固定的な性別役割分担意識に変化がみられ、家庭での役割分担意識に
ついても、夫と妻が「両方同じ程度の役割」と回答した人が増えています。

（万世帯）

1,114

614

921

949

1,300

508

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000

900

800

700

600

500

雇用者の共働き世帯
専業主婦世帯（男性雇用者と無業の妻からなる世帯）

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2024
（年）

約2.5倍

1997年に逆転

※総務省「労働力調査特別調査」、「労働力調査（詳細集計）」

1980

166,873

225,910

162,528

229,808

156,343

230,607

157,606

230,799

146,802

218,691

134,435

212,462

121,585

199,651

103,361

206,910

81,583

205,748

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020（年）
80,000

120,000

140,000

100,000

180,000

200,000

160,000

220,000

240,000
（世帯）

夫が就業・妻が非就業の世帯
夫・妻とも就業の世帯

※総務省「国勢調査」
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■「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担意識
Q：「男は仕事、女は家庭」という考え方について、あなたはどのようにお考えですか。

■家庭での役割についての考え方（経年変化）

0

R6
（n＝1,534）

20 40 60 80 100

R1
（n＝1,532）

H26
（n＝1,386）

H21
（n＝1,490）

H16
（n＝2,064）

H12
（n＝2,000）

H6

8.0 76.0 9.59.5 6.5

9.6 70.5 8.48.4 11.5

15.4 67.6 11.911.9 5.1

19.3 64.2 11.711.7 4.8

21.2 63.7 11.111.1 4.0

23.6 61.5 11.411.4 3.6

32.3 57.1 9.39.3 1.2

同感する 同感しない わからない 無回答

（％）

※令和６年「男女共同参画社会に関する県民意識調査」

100

80

60

40

20

0

（％）

H12（2000） H16（2004） H21（2009） H26（2014） R元（2019） R6（2024）

【生活費を稼ぐ】

夫の役割 妻の役割 両方同じ程度の役割

85.8
80.7

74.1 74.4
66.7

54.0

37.4
26.9

21.117.014.410.9

0.3 1.5 0.1 0.1 0.2 0.3

※令和6年「男女共同参画社会に関する県民意識調査」
※夫の役割は「主として夫の役割」「どちらかといえば夫の役割」の割合、妻の役割は「主として妻の役割」「どちらかといえば妻の役割」の割合

（年）
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（％）

100

80

60

40

20

0
H12（2000） H16（2004） H21（2009） H26（2014） R元（2019） R6（2024）

（年）

【日常の家事】

79.2
71.8

63.3 60.4
50.0

56.7

37.3
43.7

35.7
27.322.8

16.7

0.2 0.3 0.6 0.4 0.2 0.3

80

60

40

20

0

（％）

H12（2000） H16（2004） H21（2009） H26（2014） R元（2019） R6（2024）
（年）

【育児（乳幼児の世話）】
74.7

60.9 62.1 63.3
55.9 52.7

41.8

38.8
33.5

29.5
35.4

20.8

0.2 0.2 0.5 0.1 0.2 0.2

夫の役割 妻の役割 両方同じ程度の役割

夫の役割 妻の役割 両方同じ程度の役割
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② 女性の雇用の促進
　女性の生産年齢人口に対する常用労働者の割合が増加傾向にあります。
　また、出産や育児などの理由で女性が離職することによる、いわゆる「Ｍ字カーブ問題」が
解消の方向に向かっています。

■生産年齢人口に対する常用労働者の割合（岡山県）

■女性の年齢階級別労働力率の推移（岡山県）

100

90

80

70

60

50
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

（年）

66.2％

55.1％ 55.3％
58.1％

59.9％
62.4％ 64.2％ 64.1％ 64.4％ 65.7％

67.4％

68.9％ 67.7％ 67.6％ 66.8％ 67.0％ 67.5％
69.4％

73.0％
76.6％

常用労働者の割合（男性）
常用労働者の割合（女性）

※人権・男女共同参画課調べ

（％）

100

80

60

40

20

0

（％）

15～19

13.6
15.1

69.7

59.0
64.6

73.7 75.0
69.8

60.0

64.5

39.4

20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～（歳）

H22（2010） R2（2020）H12（2000）
16.7

72.3

85.8
79.3 79.5

82.6 84.0 82.1
76.9

62.8

19.2

※総務省「国勢調査」
※労働力率は、15歳以上人口（労働力状態「不詳」を除く。）に占める労働力人口の割合をいう。

46.3

77.2
69.6 70.3

75.4 78.2
75.0

13.9
16.0

69.3
69.3
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③ 男女が共に安心して子育てをしながら働ける環境づくり
○　育児休業取得率が男女ともに上昇傾向にあります。

■育児休業取得率（全国・岡山県）（常用労働者30人以上の事業所）

○　おかやま子育て応援宣言企業のうち、従業員の仕事と家庭の両立支援に積極的な「アド
バンス企業」の認定数が増加しています。

■おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」認定数

100

80

60

40

20

0

（％）

H30

5.4（県） 13.4（県）

50.1（県）

97.3（県）
92.8（県）

85.7（県）

5.65

14.77

48.8

93.0
87.486.1

R3 R6 （調査実施年度）

全国（男性） 岡山県（男性）
岡山県（女性）全国（女性）

※全国：厚生労働省「雇用均等基本調査」
　県：H30、R３年度は労働雇用政策課「仕事と家庭の両立支援調査」、
　　　R６年度は人権・男女共同参画課「県内事業所の男性育休取得状況等に関する調査」

250

200

150

100

50

0

（社）

Ｒ元

17

43

74

104

151

213

Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6（年度）

※子ども未来課
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（２）課題
① 固定的な性別役割（家庭での役割）分担意識や不平等感の解消

○　経年変化はみられるものの（P.10～11参照）、家庭での役割分担については、「生活費を
稼ぐ」のは夫、「日常の家事」、「育児（乳幼児の世話）」は妻の役割との認識が高くなってい
ます。

○　「政治の場」、「社会通念・慣習・しきたり」、「職場」などで男女の地位の不平等感も根強く
存在しています。

○　引き続き、固定的な性別役割分担意識の解消や人権尊重を基盤とした男女平等意識の形
成などに向けた取組を進めていく必要があります。

■家庭での役割についての考え方
Q：家庭での役割について、あなたはどのようにお考えですか。

※令和６年「男女共同参画社会に関する県民意識調査」

（a） 生活費を稼ぐ

（n=1,534）

（b） 日々の家計の
　　 管理をする

（c） 日常の家事

（d） 老親や病身者の
　　介護や看護

（e） 子どもの養育
　　（教育、しつけなど）

（f） 育児
　　（乳幼児の世話）

主として夫の役割

どちらかといえば妻の役割

どちらかといえば夫の役割

主として妻の役割

両方同じ程度の役割

いずれにも該当しない 無回答

（g） 地域活動への参加

0 20 40 60 80 100（％）

1.7

2.0

1.8

3.5

1.8

1.9

1.8

12.5 41.5 37.4 6.6
0.1 0.2

52.51.6 30.5 6.6 6.5

56.7 29.1 8.1

52.70.2

0.7

32.5 9.3 3.5

14.1 67.8 7.13.33.1

3.9

76.7 8.5 2.2

84.1

0.1 0.4

1.0

0.1 0.1

0.5

8.1 3.3
1.8

10.3
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■各分野・社会全体における男女の地位の平等意識
Q：あなたは次にあげる分野で男女の地位は平等になっているとお考えですか。

② 男性にとっての男女共同参画の推進
○　長時間労働による時間的な制約などから、男性が家事や育児等の家庭生活に関わる時間

は女性に比べて少なくなっています。また、固定的な性別役割分担意識がもたらす過度の
プレッシャーや、地域での孤立などによる心身の健康の問題も懸念されます。

○　男女共同参画社会の推進は、女性だけでなく、男性にとっても生きやすく暮らしやすい
多様な幸せ（well-being）（注1）な社会を築くことであるという認識を広めるとともに、男
性の家事・育児等への参画につながる取組を一層促進し、男女ともに仕事と家庭が両立で
きる環境づくりを進める必要があります。

（注１）well-being
　確立された定義はありませんが、身体的・精神的・社会的に「良い状態」を表すといった考え
方もあるように、非常に幅広い概念

※令和６年「男女共同参画社会に関する県民意識調査」

（a） 家庭生活で

（n=1,534）

（b） 職場で

（c） 地域社会で

（d） 学校教育の現場で

（e） 政治の場で

（f） 法律や制度の上で

（g） 社会通念・慣習・
　　しきたりなどで

（h） 社会全体でみた場合

0 20 40 60 80 100

40.9 28.1 6.8
0.9

13.8 2.07.6

45.6 17.1 4.8
0.6

15.0 2.514.3

39.5 23.9 4.2
0.1

20.4 2.79.1

47.5 5.0
0.3

26.5 2.714.73.3

38.7 8.7 12.3 2.0
1.2

0.4
36.7

32.5 24.4 5.0
1.4

21.4 2.413.0

49.7 12.8
1.6

0.5
14.4 2.518.6

51.9 12.3
3.5

0.7
16.4 4.011.1

男性の方が非常に
優遇されている

どちらかといえば男性の方が
優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が
優遇されている

女性の方が非常に
優遇されている

わからない 無回答

（％）
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■６歳未満の子どもを持つ妻と夫の仕事関連時間・家事関連時間（１日あたり）（岡山県・全国）

■育児休業の取得期間（全国）

（時間・分）

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
妻（岡山県）

2.47

7.15
8.05

1.34

2.46

7.28
8.11

1.54

夫（岡山県） 妻（全国） 夫（全国）

仕事関連時間（通勤・通学、仕事、学業）
家事関連時間（介護・看護、育児、買い物）

※総務省「令和3年社会生活基本調査」

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

36か月以上

24か月～

18か月～

12か月～

10か月～

８か月～

６か月～

３か月～

１か月～

２週間～

５日～

５日未満

（％）

女性 男性

男性は約4割が2週間未満

民間企業

※厚生労働省「令和５年度育児休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について」

女性は9割以上が6か月以上の取得
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■育児休業の取得期間（岡山県・常用労働者30人以上の事業所）

③ 性別に基づくあらゆる暴力の根絶
○　配偶者等からの暴力（DV）（注２）の相談件数が高い水準で推移しており、暴力防止・被害

者保護対策などの一層の充実が求められています。
○　若い世代においては、交際相手などからの暴力（デートDV・ストーカー）について、啓発

や被害者保護対策を進める必要があります。
○　性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、心身に長期にわたり

重大な悪影響を及ぼすことから、その根絶に向けた取組や被害者支援を強化していく必要
があります。

（注２）配偶者等からの暴力（ＤＶ）
　「配偶者や交際相手など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」のこと
で、「ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence）」ともいわれ、しばしば「DV」と
略されて使われています。DVには、殴る、蹴るといった身体的暴力だけではなく、精神的暴
力、性的暴力、経済的暴力、社会的暴力なども含みます。

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

3か月以上

2ヶ月以上3か月未満

1か月以上2か月未満

2週間以上1か月未満

5日以上2週間未満

5日未満

（％）

女性 男性

男性は約３割が２週間未満

民間企業女性は９割以上が
３か月以上の取得

※人権・男女共同参画課「令和7年度県内事業所の男性育休取得状況等に関する調査」
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■DV相談件数と裁判所の保護命令件数（岡山県）

■ストーカー、性犯罪認知件数の推移（岡山県）

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

（相談件数） （保護命令件数）

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

女性相談支援センター 岡山市男女共同参画推進センター

倉敷市

警察本部・警察署

津山市 裁判所の保護命令

3,345 3,443
3,223 3,276 

3,497
3,667 3,696

4,082

3,550

3,181 3,053

97 95 

66 
68 

42

64

50
56

39

59

37

※地域福祉課調べ
※男女共同参画推進センターについて、令和6(2024)年度から配偶者暴力相談支援センターの機能が女性相談支援センターへ集約されたため、相談件数に含まれていない。

（年度）

400

350

300

250

200

150

100

50

0

（件）

（年）

不同意性交等 不同意わいせつストーカー

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

356

270 266

199
180

170 160

199

226 222

61
7265

43444134465051

21
20 14

18 31 16 23 26 32
51

※岡山県警察本部調べ
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④ 仕事と健康課題の両立支援
○　女性の心身の状態は、年代や月経・妊娠・閉経等に伴う内分泌環境の変化によって大き

な影響を受けるという特性があり、生涯を通じて男性とは異なる身体的、精神的、社会的な
健康上の変化や問題に直面することに男女ともに留意する必要があります。

○　女性の就業率の高まりを踏まえ、妊娠・出産期、更年期等のライフステージごとの課題
に応じた支援が必要です。

120

100

80

60

40

20

0

（千人）

20
〜
24
歳

25
〜
29
歳

30
〜
34
歳

35
〜
39
歳

40
〜
44
歳

45
〜
49
歳

50
〜
54
歳

55
〜
59
歳

60
〜
64
歳

女性 男性

月経障害

子宮内膜症

乳房の悪性新生物

閉経期及びその他の
閉経周辺期障害

甲状腺
中毒症

子宮平滑
筋腫
子宮平滑
筋腫

女性
不妊症

120

100

80

60

40

20

0

（千人）

20
〜
24
歳

25
〜
29
歳

30
〜
34
歳

35
〜
39
歳

40
〜
44
歳

45
〜
49
歳

50
〜
54
歳

55
〜
59
歳

60
〜
64
歳

その他の
男性生殖器の

疾患

その他の
男性生殖器の

疾患

その他の
男性生殖器の
悪性新生物

その他の
男性生殖器の
悪性新生物

前立腺肥大（症）前立腺肥大（症）

前立腺の
悪性新生物
前立腺の
悪性新生物

（備考)
１．厚生労働省「令和2年患者調査」より作成。
２．総患者数は、ある傷病における外来患者が一定期間ごとに再来するという仮定に加え、医療施設の稼働日を考慮した調整を行うことにより、調査
日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設で受療していない者を含む。）の数を次の算式により推計したものである。

　　　総患者数＝推計入院患者数＋推計初診外来患者数＋（推計再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数（6/7））
　　推計に用いる平均診療間隔は99日以上を除外して算出。
３．「乳房の悪性新生物」及び「甲状腺中毒症」は男性も罹患するが、女性に多い病気である。

特-14図　女性特有、男性特有の病気の総患者数（年齢階級別・令和2（2020）年）

※内閣府「令和６年版男女共同参画白書」より抜粋
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■働く上で健康課題に関して困ったこと（働いている方、もしくは働いたことがある方のみ）
Q：過去～現在を含めて、働く上で身体や心の不調、健康問題に関して、どんな困りごとがありま

したか。（複数回答）

0 10 20 30

36.6

30.7

27.9
30.1

25.6
26.1

24.2

24.9

31.4
29.7

33.7
40.9

40 50（％）

自分が休もうとしても
代わりに任せられる人がいない

ストレスなどメンタルに
関わる悩みが言い出しにくい

働きながら治療のために
通院しづらい・時間がとれない

長時間働く人が評価される風潮がある

従業員の体調管理（メンタルを含む）・
気配りがされていない

不調や体調不良について
相談できる人がいない・相談しづらい

役職者ほど、労働時間や
健康状態に気を配れなくなる

生理休暇を利用しにくい

月経（生理）の不調など
女性ならではの悩みが言い出しにくい

その他

特に困りごとはない・なかった

無回答

有給休暇が取りにくい雰囲気がある

21.9
19.9

24.9

19.0
17.8
20.9

18.7
18.6
18.1

16.3
11.8

23.0

22.9

21.2

1.4
1.4
1.4

16.3

8.9
9.1
8.2

16.6
16.4

全体
（n＝1,534）
女性
（n＝888）
男性
（n＝623）

※令和６年「男女共同参画社会に関する県民意識調査」
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⑤ 男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進
　令和６年能登半島地震の対応に係る各種の状況調査では、避難所等において女性のニーズ
に配慮した対応が十分でないことが明らかになっており、男女共同参画の視点からの防災・
復興の取組が十分に浸透しているとは言い難い状況です。

■性別の違いに気を配った防災・災害対策に必要なこと
Q：あなたは、性別の違いに気を配った防災・災害対応のためにはどのようなことが必要だと思

いますか。（複数回答）

全体
（n＝1,534）
女性
（n＝888）
男性
（n＝623）

0 20 40 60 80

更衣室やプライバシーの確保など、
性別に配慮した避難所運営を行う

避難所の設置・運営について、
物事を決める際には男女を交えた話し合いをする

避難所でのリーダーや炊き出しなどの役割を、
性別で固定せずに分担する

防災や復興の政策・方針を
決める過程に女性が参画する

災害時に対応できるよう、平常時から
自治会や町内会の役員に女性を入れる、増やす

平常時から性別に配慮した防災訓練を行う

消防団や自主防災組織に
女性を増やす、女性の参画を促進する

災害発生直後から、市町村等の
女性職員が現場で対応する

その他

特にない

わからない

無回答

65.1
69.4

59.4

54.1
54.5
54.3

42.9
45.4

39.6

37.4
36.1
39.8

30.3
25.9

37.1

28.1
26.9
30.0

27.0
23.8

31.8

22.9
23.4
22.6

1.1
0.9
1.4

5.5
5.2
6.3

6.8

3.1
2.7
2.9

7.2
6.4

（％）

※令和６年「男女共同参画社会に関する県民意識調査」



22

計
画
の
概
要

第3章

計
画
の
内
容

第4章

計
画
の
総
合
的
な
推
進

第5章

本
県
に
お
け
る
男
女
共
同

参
画
の
現
状
と
課
題

第2章

計
画
の
概
要

第3章

計
画
の
趣
旨

第1章

計
画
の
内
容

第4章

計
画
の
総
合
的
な
推
進

第5章

本
県
に
お
け
る
男
女
共
同

参
画
の
現
状
と
課
題

第2章

計
画
の
趣
旨

第1章

⑥ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大
◯　県民意識調査で、男性では「現在、管理職をしている」、「管理職の経験がある」が43.6％

でしたが、女性では12.7％にとどまっています。
○　県内の民間企業における課長相当職以上の管理職に占める女性の割合は、令和６
（2024）年度には17.5％（男性82.5％）となっており、いずれの職位においても平成30
（2018）年度に比べて女性の割合が増加し、全国平均より高くなっているものの、大きな
男女差があります。

○　また、あらゆる分野・産業において、政策・方針決定過程への女性の参画が必要であり、女
性の参画が進んでいない政治、医療、科学技術・学術などさまざまな分野や、農林水産業・建
設業などにおいて、引き続き、女性の活躍に向けた取組を進めていく必要があります。

■管理職に占める女性の割合（岡山県・全国）

（％）

0

5

10

15

20

25

30

部長相当職 課長相当職 係長相当職

10.6
9.2

11.7
13.5

15.8

11.7

16.2

19.7
22.0

18.9

25.125.1

平成27年度
※括弧内は全国値

令和６年度平成30年度 令和３年度

※ 県 ：令和３年度までは労働雇用政策課「仕事と家庭の両立支援に関する調査」、
　　　　令和６年度は人権・男女共同参画課「県内事業所の男性育休取得状況等に関する調査」
※全国：厚生労働省「雇用均等基本調査」

（4.3）（5.1）（5.1）（6.1）（6.1）（7.1）（7.1） （7.0）
（8.4）（8.4）

（9.5）（9.5）
（11.2）（11.2）

（13.9）（13.9）
（15.9）（15.9）

（18.3）（18.3）
（20.2）（20.2）
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■各分野における「指導的地位」に女性が占める割合（全国）
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＊
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道
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以
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授
等（
学
長
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授
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＊
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15.7

25.5

35.7

42.0

28.0
24.5

20.2

15.9

9.8

14.4

26.2

19.6 18.5

25.2

7.3

23.6
25.8

65.1

14.114.6

4.3
8.3

※内閣府「令和６年度  女性の政策・方針決定参画状況調べ」により作成
　原則として令和 6 年値。ただし、*は令和５年値、**は令和４年値
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⑦ 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
○　女性が職業をもつことについて、就業継続（「子どもができても、ずっと職業を続ける方

がよい」）を支持する考え方が増加傾向にあり、５割超となっています。
○　女性は、結婚、出産・育児などライフイベントのために離職する人が多く、非正規雇用で

の復職が多いため、女性の正規雇用労働者比率が20代後半でピークを迎えた後、低下を続
ける「Ｌ字カーブ」の課題が指摘されています。

○　セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメント等のさまざ
まなハラスメントの根絶に向けて一層実効性のある対応が求められています。

○　男女の均等な機会と待遇の確保を図ることにより、働きたい人が性別にかかわりなく、
その能力を十分に発揮できる環境づくりを進めていく必要があります。

■女性が職業をもつことについての考え方
Q：一般的に女性が職業をもつことについて、あなたはどのようにお考えですか。

0 20 40 60 80 100

H16
（n=2,064）

H21
（n=1,490）

H26
（n=1,386）

R1
（n=1,532）

R6
（n=1,534）

女性は職業をもたない方がよい 結婚するまでは職業をもつ方がよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい

子どもができるまでは、職業をもつ方がよい

その他

子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい

わからない 無回答

（％）

1.3

0.5

0.2

0.3

0.5

2.0

2.0
6.3 51.8 22.0 5.1 7.4 4.8

5.6 45.9 29.3 4.6 5.5 6.9

7.5

5.2

4.0 5.3 43.3 30.7 4.8 4.6 7.1

6.8 34.5 36.2 6.2 3.4 7.1

8.0 30.7 41.1 4.4 4.8 2.2

※令和６年「男女共同参画社会に関する県民意識調査」
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■女性の年齢階級別正規雇用比率（全国）（令和６（2024）年）

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

（％）

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～
（歳）

（備考）1．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成
　　　　2．就業率は、「就業者」／「15歳以上人口」×100
　　　　3．正規雇用比率は、「正規の職員・従業員」／「15歳以上人口」×100

正規雇用比率（男性）

就業率（女性）
正規雇用比率（女性）23.2

4.3
2.6

39.7

40.1

74.2 72.5

85.4

74.7

51.6

81.6 79.6

74.8 74.2 72.5 69.7
65.7

37.7

19.1

5.5
2.1

15.3

28.2
32.936.638.541.4

81.4 82.3 79.7
75.4

65.1

60.3
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⑧ 女性のチャレンジ支援
○　職場の管理職や役員への就任の依頼に対して、男性より女性の方が断る（断った）割合が

高く、主な理由としては男女ともに「責任が重くなる」、「業務量が増え長時間労働になる」、
「部下を管理・指導できる自信がない」などを挙げていますが、女性は「仕事と育児の両立が
困難になる」、「仕事と介護の両立が困難になる」が男性に比べて高くなっています。

○　女性が活躍できる環境づくりに向けた企業の取組を支援するとともに、女性の職業能力
を高めるための知識・技術の習得支援、ロールモデルの活用、創業支援など、意欲ある女性
のチャレンジを支援する必要があります。

■役職への就任に対する考え方（性別、性年代別）
Q：あなたは、仮に職場の管理職や役員への就任を依頼されたらどうしますか（どうしましたか）。

引き受ける（引き受けた） 断る（断った） わからない 無回答

0 20 40 60 80 100

全体
（n=1,534）

女性
（n=888）性

別

女
性

男
性

男性
（n=623）

20歳未満
（n=18）

20歳代
（n=54）

30歳代
（n=89）

40歳代
（n=132）

50歳代
（n=143）

60歳代
（n=176）

70歳以上
（n=269）

20歳未満
（n=15）

20歳代
（n=39）

30歳代
（n=45）

40歳代
（n=95）

50歳代
（n=114）

60歳代
（n=123）

70歳以上
（n=191）

31.4 46.9 19.7 2.0

23.5 52.9 21.5

38.9 22.2 38.9

37.0 44.4 18.5

29.2 52.8 18.0

28.0 51.5 19.7

26.6 53.8 19.6

24.4 51.7 23.3 0.6

14.1 58.0 22.7

53.3 20.0 26.7

38.5 28.2 33.3

37.8 40.0 22.2

38.9 46.3 14.7

47.4 36.8 15.8

49.6 33.3 15.4 1.6

39.8 41.9 13.6 4.7

5.2

0.8

2.0

43.2 38.4 16.7 1.8

（％）

※令和６年「男女共同参画社会に関する県民意識調査」
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■依頼を断る（断った）理由
Q：職場の管理職や役員への就任を断る（断った）理由は何ですか。（複数回答）

0 20 40 60

責任が重くなるから

業務量が増え長時間労働になるから

部下を管理・指導できる自信がないから

仕事と育児の両立が困難になるから

仕事と介護の両立が困難になるから

周囲の目もあり、目立つのが嫌だから

現在の業務内容で働き続けたいから

その他

無回答

賃金は上がるが職責に
見合った金額ではないから

（％）

54.6
54.0
56.1

39.9
39.1
41.8

39.4
40.0
38.5

27.2
34.3

23.6
28.7

20.3
20.2
20.9

17.8
17.2
19.7

17.4
13.6

25.1

9.4

0.7
0.9
0.4

7.9
12.1

13.8

14.6

※令和６年「男女共同参画社会に関する県民意識調査」

全体
（n=720）

女性
（n=470）

男性
（n=239） 
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⑨ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）（注３）の実現
○　就労している人の日常の優先度については、希望としては「仕事」と「家庭生活」をとも

に優先が最も高くなっていますが、現実には「仕事」優先の結果となっています。
○　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のとれた誰もが暮らしやすく働きやすい

社会の実現に向けて、引き続き、長時間労働をはじめとした働き方の見直し、育児・介護と
仕事の両立が可能な環境づくりなどに取り組む必要があります。

（注３）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
　一人ひとりが、やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家
庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生
き方が選択・実現できることをいいます。

■就労している人の日常の優先度〈希望と現実・現状〉
Q：日頃の生活における「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」の優先度について、希望と現
　　実・現状に最も近いものをお答えください。

（a）希望

（b）現実・現状

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「家庭生活」と
「地域・個人の生活」をともに優先

「家庭生活」を優先

「家庭生活」と
「地域・個人の生活」をともに優先

「地域・個人の生活」を優先

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先

「仕事」を優先

わからない

無回答

（n=876）

0 20 4010 30 （％）

※令和６年「男女共同参画社会に関する県民意識調査」

31.5

26.9
24.2

22.5

19.5

7.1

4.2

1.1

3.7
5.0

3.1

3.2
3.5

9.8
8.6

2.9

12.2

11.0
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■就労している人の日常の優先度〈希望〉（性別、性年代別）

全体
（n=876）

女性
（n=450）性

別

女
性

男
性

男性
（n=411）

20歳未満
（n=1）

20歳代
（n=37）

30歳代
（n=67）

40歳代
（n=109）

50歳代
（n=109）

60歳代
（n=83）

70歳以上
（n=41）

20歳未満
（n=1）

20歳代
（n=29）

30歳代
（n=40）

40歳代
（n=91）

50歳代
（n=107）

60歳代
（n=84）

70歳以上
（n=59）

0 20 40 60 80 100（％）

「仕事」を優先 「家庭生活」を優先

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先

「地域・個人の生活」を優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

わからない 無回答

19.5 4.2 26.9 3.7 7.1 22.5 3.2 9.8

22.2 3.6 25.3 4.0 5.8 24.2 2.2 11.1

16.5 5.1 29.0

100.0

100.0

3.4 8.5

21.6 16.2 24.3 10.8 13.5 10.8 2.7

31.3 1.5 32.8

28.4 4.6

17.4

18.1

7.37.3 14.6

6.96.9 17.2

5.05.0 27.5

18.7

20.6

13.1

3.4
5.1 30.5 20.3 3.4 25.43.4

3.6 28.6 4.8 8.3 19.0 3.6 14.3

4.7 28.0 22.4 5.6
3.710.3

5.5 33.0 23.1 4.4
4.44.4

25.0 7.5 15.0 20.0

17.2 24.1 3.4 13.8 10.3 6.9

9.8 4.9 12.2 4.9 43.9

32.5 8.4 6.0 22.9 9.6

22.0 5.55.5 33.9 11.9

23.9 29.45.5

3.0
4.5 17.9

0.9

6.0

6.4

20.4 4.1 8.5

※令和６年「男女共同参画社会に関する県民意識調査」
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4.44.4

2.82.8

1.21.2

3.33.3

2.82.8

4.84.8

6.86.8

1.2

1.81.8

0.9

3.0

3.3

1.9

1.7

2.4

2.8
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■就労している人の日常の優先度〈現実〉（性別、性年代別）

全体
（n=876）

女性
（n=450）性

別

女
性

男
性

男性
（n=411）

20歳未満
（n=1）

20歳代
（n=37）

30歳代
（n=67）

40歳代
（n=109）

50歳代
（n=109）

60歳代
（n=83）

70歳以上
（n=41）

20歳未満
（n=1）

20歳代
（n=29）

30歳代
（n=40）

40歳代
（n=91）

50歳代
（n=107）

60歳代
（n=84）

70歳以上
（n=59）

「仕事」を優先 「家庭生活」を優先

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先

「地域・個人の生活」を優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

わからない 無回答

0 20 40 60 80 100（％）

31.531.5 12.2

27.327.3 18.4

36.536.5 5.6

40.540.5 8.1

31.331.3 22.4

23.923.9 27.5

31.231.2 11.0

25.325.3 21.7

14.614.6 12.2

44.844.8 13.8

47.547.5 17.5

40.740.7 23.1

45.845.8 20.6
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※令和６年「男女共同参画社会に関する県民意識調査」
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⑩ 若者・女性の転出超過
○　本格的な人口減少社会が到来する中、地域の活力を維持・向上し、将来にわたり持続可

能な地域社会を構築していくためには、女性や若者の活躍がますます重要です。
◯　本県では、進学や就職期である10代後半から20代にかけて若者・女性の転出超過が著

しい状況にあります。
○　さまざまなライフステージにあっても、誰もが自分らしく生きられる魅力ある地域づく

りとその発信に一層取り組む必要があります。

■岡山県の男女別の転入超過数（転入者数－転出者数）の状況　日本人移動者（15～29歳）
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0
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（人）

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
（年）

-580
-758

-1,003 -964

-1,220
-1,459

-975

-1,386 -1,425
-1,573

-1,791

-2,007
-2,164

-1,774

-1,477

-1,089

-1,508-1,445

-1,052-1,047-1,064

-745

男性・15～29歳
女性・15～29歳

※総務省「住民基本台帳人口移動報告」


